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1.お客さまにとっての最善の利益の追求

• 当金庫は、良質な金融商品・サービスを提供し、お客さまの最善の利益を図るよう
努めます。

お客さまの最善の利益の追求のために役職
員が高度な専門性と倫理観を保持し、お客さ
まに対して誠実、公正に業務を行います。

過去3年の運用損益率がプラスのお客さまの比率

2023年3月末 2024年3月末 2025年3月末

71.5% 92.1% 84.9%
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2.利益相反の適切な管理

• 当金庫は、お客さまとの取引における利益相反の可能性について正確に把握し、
お客さまの利益を保護するとともに、利益相反の管理を適切に行います。

当金庫とお客さまの利益が相反する可能性がある取引があ
ることを認識し、お客さまの利益を不当に害することのないよ
う、別に定める「利益相反管理方針」に基づき適切な管理を
行っています。

利益相反管理方針を当金庫ホームページに公表しています。

https://www.aosyn.co.jp/about/policy/riekisohan.html

実施月 研修内容等 対象者

2025年3月
コンプライアンス勉強会

（「利益相反管理について」）
全職員
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3-1.手数料等の明確化

• 当金庫は、お客さまにご負担いただく手数料その他の費用について、その手数料
がどのようなサービスの対価に関するものなのかを含め、お客さまにご理解いただ
けるよう分かりやすく説明いたします。

お客さまにご負担いただく手数料の金額を明示するとともに、投資信託商品については、信
託報酬、信託財産留保額などをお客さまにとって分かりやすく説明いたします。

全店に配置している投資信託用タブレットの「Wealth Advisor」（提供：ウエルスアドバイザー）
を活用し、お客さまに分かりやすく情報提供や手数料の説明等を行います。

チェックシートを整備し、購入時手数料に関する説明が漏れなく適切に行われているかを確
認しています。

3/12
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3-2-1.手数料等の明確化
投資信託の預かり残高上位20銘柄 コスト・リターン・リスク（2025年3月末時点）
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残高 購入時 信託 コスト

順位 手数料率 報酬率 全体

（税込） （税込）

１位 しんきんＪリートオープン（毎月決算型） 2.20% 1.045% 1.49% 10.73% 3.21%
２位 しんきんインデックスファンド２２５ 0.00% 0.880% 0.88% 15.64% 14.38%
３位 グローバルＡＩファンド 2.75% 1.925% 2.48% 27.28% 23.07%

４位 ニッセイ／パトナム・インカムオープン 2.75% 1.650% 2.20% 7.26% 6.12%
５位 しんきん３資産ファンド（毎月決算型） 2.20% 1.045% 1.49% 7.48% 8.44%
６位 ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド 2.75% 1.584% 2.13% 15.33% 22.27%

７位 しんきん世界アロケーションファンド 1.65% 1.155% 1.49% 3.36% 0.16%
８位 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 2.75% 1.650% 2.20% 12.57% 10.63%
９位 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン 2.75% 1.683% 2.23% 16.16% 12.28%
１０位 しんきん好配当利回り株ファンド（３カ月） 1.10% 1.100% 1.32% 11.91% 18.22%

１１位 しんきん好配当利回り株ファンド 1.10% 1.100% 1.32% 11.80% 18.10%
１２位 しんきん世界アロケーションＦ（積極型） 1.65% 1.155% 1.49% 6.47% 3.46%
１３位 ニッセイ／パトナム・毎月分配インカム 2.75% 1.650% 2.20% 7.20% 5.94%

１４位 しんきん世界好配当利回り株（毎月決算型） 2.75% 1.540% 2.09% 17.25% 22.12%
１５位 ＤＩＡＭ高格付インカムオープン毎月決算 3.30% 1.100% 1.76% 8.22% 4.84%
１６位 しんきんＪリートオープン（１年決算型） 2.20% 1.023% 1.46% 10.78% 3.25%
１７位 しんきん世界好配当利回り株（１年決算型） 2.75% 1.463% 2.01% 17.31% 22.33%

１８位 三井住友・グローバルリート・オープン 3.30% 1.749% 2.41% 15.52% 12.39%
１９位 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型 2.75% 1.650% 2.20% 15.98% 12.21%
２０位 クルーズコントロール 2.20% 1.540% 1.98% 4.14% 1.78%

銘柄名 リスク リターン
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3-2-2.手数料等の明確化

残高加重平均値
コスト リターン

1.72% 10.36%
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【2025年3月末時点】

・投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターンを2年分比較して表示しています。

・2025年3月末の残高上位20銘柄の平均コストは1.72％、平均リターンは10.36％でした。

【2024年3月末時点】

残高加重平均値
コスト リターン

1.73% 8.16%

◆残高加重平均値 ◆残高加重平均値
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3-2-3.手数料等の明確化

残高加重平均値
リスク リターン

12.52% 10.36%
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【2025年3月末時点】

・投資信託の預かり残高上位20銘柄のリスク・リターンを2年分比較して表示しています。

・2025年3月末の残高上位20銘柄の平均リスクは12.52％、平均リターンは10.36％でした。

【2024年3月末時点】

残高加重平均値
リスク リターン

14.53% 8.12%

◆残高加重平均値 ◆残高加重平均値
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4.重要な情報の分かりやすい提供

当金庫は、お客さまに対してご提案を行う金融商品の商品性・サービスの基本的な利
益（リターン）、リスクなど重要な情報について、お客さまが理解できるよう分かりやすく
提供いたします。

定期的にお客さまの運用状況や資産状況等を確認し、お客さまに分かりやすく情報提供するため、原則三ヶ月に
一回、定例のアフターフォローを実施しています。

投資信託未経験のお客さまや既に
投資信託を保有しているお客さま
が抱える不安や悩みに対して真摯
に対応すべく、当金庫のホーム
ページ上にて動画を使った情報提
供を行っています。

コンテンツ・・・・・・・・マーケットマンスリー動画

リンク先（提供元）・・アセットマネジメントOne㈱

https://www.aosyn.co.jp/kojin/huyasu/toushin/

簡潔に分かりやすく商品のリスクや手数料等の情報を提供し、また金融商品の比較を容易にするための「重要情
報シート」を使用しお客さまの理解をサポートいたします。
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　　　　　　　　月 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

      項目 (4月～6月) (7月～9月) (10月～12月) (1月～3月)

アフターフォロー対象件数（件） 3,985 3,669 3,514 3,429 14,597

アフターフォロー実施件数（件） 3,774 3,566 3,253 3,225 13,818

アフターフォロー実施率    （％） 94.71% 97.19% 92.57% 94.05% 94.66%

年間計
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5.お客さまにふさわしい金融商品・サービスの提供

当金庫は、勧誘方針に基づき、お客さまの資産状況、取引経験、知識および取引目
的・ニーズ等を把握し、お客さま目線に立って、お客さまにふさわしい金融商品・サービ
スをご提案いたします。

投資信託のラインアップについては、お客さまの「知
識」「投資経験」「財産の状況」「契約の目的」から必
要とされている金融商品をご提案させていただくた
め、適宜見直しを図っています。

知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締
結する目的に照らして、お客さまに合った金融商品を
提供するため、チェックシートを整備しています。

お客さまの資産状況、取引経験、知識やご意向等をしっかりとお聞きし、ライフプランなどを踏まえたコンサル
ティングを行い、お客さまが必要とされている金融商品・サービスをご提供いたします。

8/12

2024年

3月末

構成比

（％）

2025年

3月末

構成比

（％）
増減

国内 - - - - 0

海外 2 11.1 2 11.1 0

内外 - - - - 0

国内 4 22.2 4 22.2 0

海外 3 16.7 3 16.7 0

内外 1 5.6 1 5.6 0

国内 2 11.1 2 11.1 0

海外 2 11.1 2 11.1 0

資産複合 内外 4 22.2 4 22.2 0

18 100.0 18 100.0 0

1 5.6 1 5.6 0うち ノーロード

商品カテゴリ

取扱商品数

債券

株式

不動産投信

合計
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6.お客さまの満足度を高めるための人材育成
当金庫は、お客さまの満足度を高め、お客さま本位の営業活動を促進するために、
職員への教育を徹底し、高い倫理観と専門性を備えた人材を育成します。

お客さまの資産形成における最も身近なパートナーになるため、商品知識習得を目的とした
研修のみならず、相談業務のスキルを向上させるための勉強会、情報連絡会等を開催しま
した。
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資格名称 資格取得者数

ＣＦＰ 2名

ＡＦＰ 3名

ＦＰ技能士1級 14名

ＦＰ技能士2級 321名

ＦＰ技能士3級 309名

日付 研修内容等 対象者

2024年 5月22日 内部管理責任者向け預り資産実務研修（個別） 新任内部管理責任者5名

2024年 7月26日 マネー・アドバイザー マーケット研修 MA

2024年 9月11日 内部管理責任者向け預り資産実務研修（個別） 新任内部管理責任者2名

2024年10月17日 マネー・アドバイザー マーケット研修 MA

        2024年11月 6日～29日 登録金融機関業務における証券外務員の資質向上研修 登録金融機関業務従事者

        2024年12月 6日～30日 内部管理責任者研修 内部管理責任者36名

2025年 2月13日 マネー・アドバイザー マーケット研修 MA

        2025年2月19日・20日 内部管理責任者向け預り資産実務研修（個別） 新任内部管理責任者6名

2025年 2月13日 営業責任者研修 営業責任者36名
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金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係
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顧客本位の業務運営に関する原則 該当ページ

原則２ 顧客の最善の利益の追求

金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。

P1
金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。

（注） 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客

基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。

原則３ 利益相反の適切な管理

金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に

P2

管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。

（注） 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。

・販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合

・販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合

・同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有

する企業を選ぶ場合

原則４ 手数料の明確化

金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、
P3～P6

顧客が理解できるよう情報提供すべきである。
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金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係
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原則５ 重要な情報の分かりやすい提供

金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則４に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要

P7

な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。

（注１）重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。

・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益（リターン）、損失その他のリスク、取引条件

・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性

・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由（顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む）

・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容（第三者から

受け取る手数料等を含む）及びこれが取引又は業務に及ぼす影響

（注２）金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを

顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について

提供すべきである（（注２）～（注５）は手数料等の情報を提供する場合においても同じ）。

（注３）金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべき

である。

（注４）金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。

単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を

行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの

関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。

（注５）金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして

顧客の注意を促すべきである。
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金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係
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原則６ 顧客にふさわしいサービスの提供

金融事業者は顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨

P8

等を行うべきである。

（注１）金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。

・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、

それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと

・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・

サービスや代替商品・サービスの内容（手数料を含む）と比較しながら行うこと

・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと

（注２）金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしい

かについて留意すべきである。

（注３）金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表

するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。

（注４）金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに

対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。

（注５）金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、

金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。

原則７ 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等

金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・

P9
業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。

（注） 金融事業者は、各原則（これらに付されている注を含む）に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について

これに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。


